
平
和
教
育
研
究

～
戦
後
学
習
指
導
要
領
に
見
ら
れ
る
平
和
教
育
観
の
検
証
　
－

藤
　
井
　
徳
　
行

久
　
保
　
正
　
彦

は
じ
め
に

戦
後
教
育
改
革
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
久
保
義
三
や
鈴
木
英

一
、
片
上
宗
二
ら
の
研
究
が
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
資
料
を
駆
使
し
て
成
さ
れ
て
い
る
。
日
本
側
で
は
、
直
接
学
習
指
導
要
領
の
作
成

に
従
事
し
た
勝
田
守
一
、
上
田
薫
、
馬
場
四
郎
ら
の
記
録
や
研
究
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
教
育
改
革
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た

海
後
宗
臣
、
梅
根
悟
、
太
田
尭
ら
の
研
究
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
一
書
房
、
読
売
新
聞
社
、
教
育
新
聞
社
、
東
京
法
令
、
三
省
堂
等

の
出
版
社
が
戦
後
教
育
史
の
資
料
を
ま
と
め
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
側
か
ら
見
た
教
育
改
革
の
研
究
は
、
占
領
政
策
の
意
図
と
日
本
の
対
応
を
通
し
て
日
本
の
戦
後
教
育
の
理
念
を
探
っ
た

も
の
で
あ
る
。
日
本
側
か
ら
の
研
究
は
、
主
に
教
育
史
と
し
て
扱
い
な
が
ら
戦
後
教
育
改
革
の
崩
壊
を
批
判
的
に
研
究
し
た
も
の
が

多
い
。一

方
、
日
教
組
を
中
心
と
し
た
人
々
に
よ
っ
て
平
和
教
育
が
積
極
的
に
実
践
さ
れ
始
め
た
の
は
、
戦
後
教
育
改
革
が
崩
壊
し
始
め

て
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
戦
後
の
教
育
政
策
を
平
和
教
育
の
観
点
か
ら
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
平
和
感
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
平
和
教
育
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を
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
研
究
は
見
あ
た
ら
な
い
。

本
稿
は
、
「
平
和
教
育
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
『
と
い
わ
れ
る
昭
和
二
十
年
代
の
教
育
の
平
和
観
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
昭
和
二
十
二
年
・
二
十
六
年
版
の
学
習
指
導
要
領
と
昭
和
三
十
年
・
三
十
三
年
版

の
学
習
指
導
要
領
の
社
会
科
編
を
中
心
に
比
較
検
討
し
、
変
化
の
政
治
的
背
景
を
考
察
す
る
。

「
　
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
の
平
和
観

』
新
教
育
指
針
と
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領

2

占
領
軍
の
教
育
政
策
の
方
針
を
受
け
、
文
部
省
か
ら
出
さ
れ
た
の
が
『
新
教
育
指
針
』
（
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
五
且
叫

で
あ
る
。
新
教
育
指
針
は
、
戦
争
指
導
者
の
責
任
を
追
及
し
、
国
民
の
反
省
も
促
し
、
国
民
は
世
界
に
謝
罪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
軍
国
主
義
と
超
国
家
主
義
の
除
去
の
た
め
に
教
育
の
重
要
性
を
説
き
、
民
主
主
義
の
徹
底
を
促
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
　
「
平
和
国
家
」
「
文
化
国
家
」
　
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
新
教
育
指
針
は
、
ア
メ
リ
カ
の

占
領
政
策
の
宣
伝
の
臭
い
が
強
い
が
、
全
体
を
通
し
て
平
和
主
義
の
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
指
針
の
具
体
化
と
し
て
昭
和
二
十

二
年
版
学
習
指
導
要
領
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
二
年
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
に
は
、
新
教
育
指
針
同
様
、
戦
争
に
対
す
る
反
省
が
述
べ
ら
れ
、
民
主
主
義
教
育
を

り
J
．

徹
底
す
る
た
め
に
、
教
師
の
研
修
を
促
し
て
い
懲
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回
占
領
教
育
政
策
の
平
和
観

占
領
軍
に
よ
る
戦
後
改
革
の
最
終
目
的
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
あ
る
よ
う
に
「
日
本
国
民
の
自
由
意
志
に
よ
る
平
和
的
で
責
任
あ



る
政
府
の
樹
立
」
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
対
日
占
領
政
策
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
あ
り
、
そ
の
政
策
を
打

4

ち
出
し
て
い
た
の
が
S
W
N
C
n
（
国
務
・
陸
軍
・
海
軍
三
省
調
整
委
員
会
）
で
あ
っ
た
。

「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
」
（
S
W
N
C
C
1
－
g
、
サ
ー
澄
P
p
柏
的
）
に
は
、
究
極
の
目
的
と
し
て
「
日
本
国
が
再

び
米
国
の
脅
威
と
な
り
又
は
世
界
の
平
和
及
安
全
の
脅
威
と
な
ら
ざ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
こ
と
」
と
「
‥
・
・
米
国
の
目
的
を
支
持

す
べ
き
平
和
的
且
責
任
あ
る
政
府
を
究
極
に
於
て
樹
立
す
る
こ
と
、
‥
・
・
」
を
あ
げ
て
い
る
。
平
和
国
家
を
樹
立
す
る
こ
と
が
究
極

の
目
的
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
一
つ
は
非
軍
事
化
を
、
も
う
一
つ
は
民
主

化
を
あ
げ
て
い
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
基
本
的
教
育
指
令
の
実
質
的
背
景
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
、
ま
た
、
教
育
使
節
団
派
遣
構
想
の
原
形
を
含
ん
で

5

　

　

　

　

　

　

R

U

い
た
と
さ
れ
有
ボ
ー
ル
耳
の
日
本
教
育
制
度
案
も
題
名
が
「
降
伏
後
の
日
本
帝
国
の
軍
政
・
軍
国
主
義
を
廃
止
し
、
そ
し
て
、
民
主

主
義
的
進
行
を
強
化
す
る
諸
方
策
・
教
育
制
度
」
と
あ
る
よ
う
に
、
非
軍
事
化
と
民
主
化
を
中
心
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

非
軍
事
化
と
民
主
化
の
方
向
に
日
本
人
を
再
方
向
づ
け
す
る
た
め
に
S
W
N
C
C
の
勧
告
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
た
の
が
C
I
E

7

（
民
間
情
報
教
育
愚
）
で
あ
る
。
C
I
E
は
、
教
育
改
革
の
中
心
と
な
り
、
学
習
指
導
要
領
作
成
（
援
助
）
に
は
、
教
育
課
が
当
た
っ

た
。
学
習
指
導
要
領
作
成
を
急
い
だ
た
め
小
学
校
社
会
科
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
プ
ラ
ン
の
翻
訳
に
近
い
も
の
と
な
っ
た
。
中
等
学
校
社

8

会
科
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ズ
ー
リ
ほ
か
数
州
の
「
コ
ー
ス
・
オ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
」
と
「
公
民
教
師
用
書
」
を
土
台
と
し
わ
が
、
作

成
会
議
に
は
毎
日
C
I
E
担
当
官
が
出
席
し
て
い
た
。
C
I
E
の
方
針
が
昭
和
二
十
二
年
版
学
習
指
導
要
領
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
が
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
占
領
軍
の
目
的
は
、
日
本
を
平
和
国
家
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
方
法
は
、
非
軍
事
化
と
民
主

化
で
あ
っ
た
。
平
和
と
民
主
主
義
の
関
係
を
矢
内
原
忠
雄
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な
ら
、
「
平
和
を
維
持
す
る
体
制
と
し
て
は
民
主
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主
義
が
最
も
適
当
で
あ
り
、
他
方
民
主
主
義
を
維
持
す
る
条
件
と
し
て
は
平
和
が
最
も
望
ま
し
い
」
）
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
占
領
政
策
の
平
和
観
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
っ
た
。
「
降
伏
後
に
お
け
る
米
国
の
初
期
の
対
日
方
針
」
　
の
究
極
の
目
標
に
あ
っ

た
よ
う
に
、
ま
ず
、
「
米
国
の
脅
威
と
」
な
ら
な
い
こ
と
と
　
「
米
国
の
目
的
を
支
持
す
べ
き
」
政
府
の
樹
立
を
挙
げ
、
さ
ら
に
、
同

方
針
第
二
部
に
は
「
主
要
連
合
国
に
意
見
の
不
一
致
を
生
じ
た
る
場
合
に
於
て
は
米
国
の
政
策
に
従
う
も
の
と
す
」
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
即
ち
、
「
ア
メ
リ
カ
中
心
の
」
と
い
う
条
件
付
き
の
民
主
主
義
平
和
観
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
作
成
者
の
平
和
観

昭
和
二
十
二
・
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
初
等
教
育
担
当
だ
っ
た
上
田
薫
は
、
民
主
化
教
育
の
た
め
の
社
会
科
の
重

要
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
日
本
に
民
主
主
義
を
う
ち
た
て
る
た
め
の
か
ぎ
と
も
考
え
ら
れ
る
自
立
性
の
確
立
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
社
会
科
の
現
に
に
な
っ
て
い
る
使
命
を
い
か
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
現
に
社
会
科
の
指
導
に
困
難
が
あ
ろ

う
と
も
、
そ
の
困
難
は
、
民
主
化
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
し
て
も
当
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
困
難
で
あ
り
、
そ
の
克
服
こ
そ
む
し
ろ
社

9

会
科
の
使
命
な
の
で
は
な
い
か
叫
」
民
主
化
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
占
領
軍
と
同
一
の
見
解
で
あ
る
が
民
主
主
義
の
捉
え
方
に
は
違

い
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
　
「
社
会
科
の
問
題
を
、
い
か
に
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
後
の
教
育
の
進
路
を
定
め
る
上
で
き
わ
め

て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
う
べ
く
も
な
い
。
い
わ
ば
そ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
数
多
の
民
主
主
義
の
中

か
ら
、
真
の
民
主
主
義
を
え
ら
び
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
「
私
た
ち
の
重
要

な
関
心
事
は
、
ど
こ
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
た
と
か
、
似
て
い
た
と
か
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
な
に
よ
り
も
社
会
科
そ
の
も
の
の
原
理

を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
C
I
E
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
担
当
官
に
も
そ
の
点
を
望
む
こ
と
は
し
ょ
せ
ん
無
理
と
い
う
は
か
な

か
っ
た
。
‥
‥
し
か
し
理
論
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
の
は
、
日
本
の
教
育
学
者
や
C
I
E
の
係
官
だ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
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いハ
H
u

る
社
会
科
の
理
論
そ
の
も
の
が
わ
た
く
し
た
ち
の
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ
、
学
習
指
導
要
領
が
ア
メ
リ
カ
型

民
主
主
義
に
縛
ら
れ
な
い
立
場
を
明
確
に
表
明
し
た
。
社
会
科
の
原
理
と
し
て
の
民
主
主
義
を
相
対
的
で
動
的
な
も
の
と
捉
え
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
の
民
主
主
義
を
模
索
す
る
手
段
と
し
て
の
経
験
主
義
社
会
科
の
理
論
的
完
成
が
昭
和
二
十
六
年
版
学
習

指
導
要
領
だ
と
し
て
い
る
。

昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
作
成
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
勝
田
守
一
は
、
戦
争
末
期
に
文
部
省
に
入
り
、
敗
戦

後
、
文
部
省
内
に
自
主
的
に
発
生
し
た
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
に
参
加
し
、
そ
の
答
申
に
基
づ
い
て
「
公
民
教
師
用
書
」
作
成
を
C

へ
u

仕

I
E
と
折
衝
し
た
人
物
で
あ
る
。
公
民
教
育
刷
新
委
員
会
の
答
申
は
、
第
一
号
・
第
二
号
両
答
申
と
も
、
教
育
勅
語
の
範
囲
内
の
立

場
で
は
あ
る
が
、
平
和
的
文
化
国
家
建
設
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
勝
田
は
「
こ
の
答
申
の
内
容
は
、
『
戦
前
に
お
け
る
社
会

科
当
で
追
求
さ
れ
た
よ
う
な
教
師
た
ち
の
努
力
が
、
抽
象
的
な
表
現
で
要
約
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
ま
ち
が
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
が
、
大
正
新
教
育
の
教
育
思
想
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

勝
田
と
同
じ
く
、
学
習
指
導
要
領
の
中
等
教
育
担
当
だ
っ
た
馬
場
四
郎
は
、
社
会
科
成
立
か
ら
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
頃

ま
で
の
社
会
科
教
育
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
当
時
ま
で
、
社
会
科
教
育
の
目
的
は
、
日
本
を
平
和
な
民
主

国
家
と
し
て
再
建
し
、
新
憲
法
・
教
育
基
本
法
の
理
念
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
生
か
そ
う
と
す
る
社
会
改
造
を
め
ざ
す
教
科
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
国
の
基
本
方
針
と
社
会
科
教
師
の
教
育
方
針
と
は
、
完
全
に
一
致
し
て
い
た
。
教
師
が
「
社
会
科
学
習
指
導
要
領
」

の
基
本
目
標
に
そ
っ
て
、
そ
の
教
育
計
画
を
編
み
、
指
導
を
行
う
限
り
、
民
主
教
育
と
い
う
船
体
は
羅
針
の
示
す
通
り
、
自
動
的
に

民
主
化
の
航
路
を
踏
み
は
ず
す
こ
と
な
く
一
路
目
標
に
向
か
っ
て
航
行
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
］
ま

さ
に
平
和
国
家
再
建
の
た
め
の
教
科
と
し
て
の
社
会
科
の
あ
り
方
に
対
す
る
信
念
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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回
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
と
新
教
育

「
新
教
育
」
思
想
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
戦
時
教
育
に
対
す
る
反
省
を
基
本
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
現
れ
た

教
育
恩
憩
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
教
育
の
思
想
的
原
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
が
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
で
あ
っ

ハ
H
H
u

た
。
彼
の
教
育
思
想
は
、
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
経
験
学
習
を
重
視
す
る
児
童
中
心
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

日
本
の
大
正
新
教
育
運
動
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

民
主
主
義
の
原
理
の
上
に
た
っ
た
経
験
主
義
的
で
児
童
中
心
主
義
的
な
社
会
科
に
非
常
に
近
い
教
育
が
、
日
本
に
お
い
て
も
大
正

ハ
H
u

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、
勝
田
守
一
ら
が
、
G
H
Q
－
C
I
E
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け

刊
り

ず
、
C
I
E
の
グ
リ
フ
ィ
ス
を
し
て
「
そ
の
構
想
は
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
方
向
を
辿
っ
て
い
る
］
と
言
わ
し

め
た
公
民
科
構
想
を
作
る
こ
と
の
で
き
た
背
景
で
あ
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
教
育
方
針
に
お
い
て
も
「
新
教
育
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
戦
略
局
の
F
・
A
・
ガ
ー

リ
ッ
ク
の
報
告
書
「
日
本
の
行
政
・
文
部
省
」
（
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
　
三
月
六
日
）
は
、
す
で
に
日
本
の
教
科
書
に
つ
い
て
の

分
析
を
し
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
　
に
行
わ
れ
た
小
学
校
教
科
書
の
大
改
訂
に
よ
っ
て
、
軍
国
主
義
的
な
昭
和
精
神
に
基
づ
く

H
H
u

読
本
が
、
よ
り
平
和
的
な
大
正
精
神
に
基
づ
く
読
本
に
代
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
国
務
省
の
H
・
ロ
リ
ー
は
、
報
告
書
「
日
本
、

軍
事
占
領
下
の
教
育
制
度
」
　
（
一
九
四
四
年
七
月
一
日
）
の
中
で
、
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
報
告
を
受
け
入
れ
て
「
よ
り
自
由
主
義
的
な
「
大

正
」
修
身
教
科
書
を
現
在
の
軍
国
主
義
的
「
昭
和
」
修
身
教
科
書
に
と
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
勧
告
し
て
い
プ
恕

C
I
E
教
育
担
当
者
も
「
新
教
育
」
実
践
の
動
向
を
評
価
し
、
戦
後
新
教
育
の
モ
デ
ル
校
と
し
て
、
自
由
学
園
と
玉
川
学
園
を
推

伽

賞
し
た
。
戦
後
新
教
育
の
初
期
モ
デ
ル
は
、
大
正
新
教
育
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第一次世界 大戦の反省

t
i日本火正新教育 ．　　 ［「新教育」運動1－ ◆1 アメリカ新教育

；　　　　　　　 第二次世界大戦の反省　　　　　　　 ；
；　　　　　　　 ↓　　　　　　　　 ；

！　　　　 平和国竿建設－ ‾‾．醒 ］

：　　　　　　　　　　 非軍事化　　　 民主化
l　　　　　 l

民主化教育
l　　　　　 ①個人の尊重　 （診国家権力の縮小　⑧軍国主義・超国家主義の排除

昭和20年代版　　　 ↓　　　　　 t　　　　　 ↓

学習指導要領 → 経験主義　　　 教育の地方　　　 特定史観教育一一一一一
社会科編　　　　　 社会科　　　　　　　 分権化　　　　　　　 の排除

昭
和
二
十
二
年
版
学
習
指
導
要
領
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
担
当
者
と
C
I
E
の

担
当
者
は
、
「
新
教
育
」
と
い
う
共
通
の
土
台
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

回
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
の
平
和
教
育
的
内
容

二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
の
平
和
教
育
的
内
容
を
歴
史
的
背
景
と
組
み
合
わ
せ
て
図

式
化
す
る
と
上
指
の
図
の
よ
う
に
な
る
。

C
I
E
の
非
軍
事
化
と
民
主
化
の
方
針
を
、
暫
定
教
科
書
検
定
方
針
の
内
容
等
か
ら
、

①
個
人
の
尊
重
②
国
家
権
力
の
縮
小
③
軍
国
主
義
・
超
国
家
主
義
の
排
除
の
三
つ
に
大
き

く
分
け
、
そ
れ
ら
が
ど
の
様
に
具
体
化
し
た
か
、
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
社
会

科
編
に
対
応
さ
せ
て
み
る
。
①
個
人
の
尊
重
に
対
応
し
て
問
題
解
決
学
習
を
中
心
と
し
て

自
主
性
の
確
立
を
目
指
す
経
験
主
義
社
会
科
の
導
入
が
な
さ
れ
、
②
国
家
権
力
の
縮
小
に

対
応
し
て
今
ま
で
国
家
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
教
育
課
程
を
地
方
に
任
せ
る
と
い
う

方
針
を
取
っ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
に
　
（
試
案
）
と
つ
い
て
い
る
の
は
、
文
部
省
が
教

育
課
程
を
押
し
付
け
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十
六
年
版
学
習
指
導

要
領
は
、
「
や
が
て
地
方
の
学
習
指
導
要
領
に
移
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
・
し
た
が
っ
て

文
部
省
の
学
習
指
導
要
領
の
使
命
は
、
全
国
各
地
で
教
育
課
程
を
作
る
場
合
の
参
考
に
な

の
u

る
観
点
や
方
法
を
示
唆
す
る
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
果
た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
教

育
の
地
方
分
権
化
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
軍
国
主
義
・
超
国
家
主
義
の
排
除
に
対
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カMHu

応
し
て
　
「
他
人
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
ら
せ
よ
う
と
し
た
…
そ
の
わ
ざ
わ
い
の
結
果
は
、
今
回
の
戦
争
と
な
っ
て
現
れ
た
」

と
特
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

二
、
昭
和
一
二
十
年
代
学
習
指
導
要
領
小
学
校
社
会
科
改
訂
版
に
見
ら
れ
る
変
化

平
和
教
育
の
観
点
か
ら
み
て
、
昭
和
三
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
が
、
二
十
年
代
版
か
ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
ま
ず
気

が
付
く
の
は
、
日
本
の
行
っ
た
戦
争
に
対
す
る
反
省
の
記
述
が
消
え
た
こ
と
で
あ
る
。
平
和
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
年
版
第
六
学

年
で
「
人
々
の
平
和
を
願
う
気
持
ち
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
の
国
々
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
か
戦
争
と
い
う
手
段
で
争
っ
て
き
た
が
、

特
に
そ
の
破
壊
力
が
大
き
く
な
っ
た
今
日
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
独
立
を
尊
重
し
合
っ
て
平
和
を
守
る
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な

甘の
じ

ら
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
小
学
校
編
で
は
、
過
去
の
反
省
の
記
述
が
な
い
ば
か
り
か
、
日
本
が
戦
争
を
し
た
と
い
う
記
述
す
ら
な
い
。

昭
和
三
十
三
年
版
学
習
指
導
要
領
第
六
学
年
の
内
容
の
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
記
述
は
「
‥
・
・
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
に

心n
し

お
け
る
敗
戦
を
経
て
国
内
の
事
情
も
改
ま
り
、
‥
‥
」
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
戦
後
の
平
和
国
家
建
設
の
た
め
の
民
主
化
教
育
が
、
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
に
具
体
化
し
た
三

つ
の
観
点
で
昭
和
三
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
を
分
析
し
て
み
る
。

団
経
験
主
義
か
ら
注
入
主
義
へ

ま
ず
、
昭
和
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
の
表
紙
は
子
ど
も
た
ち
と
共
に
い
る
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
絵
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
十
年

版
で
は
姿
を
消
し
た
。
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
は
子
ど
も
中
心
、
生
活
中
心
の
教
育
の
象
徴
で
あ
り
経
験
主
義
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
三
十
年
代
版
で
は
、
経
験
主
義
の
学
習
方
法
で
あ
っ
た
問
題
解
決
学
習
が
姿
を
消
し
、
学
習
内
容
や
徳
目
を
列
挙
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し
、
知
識
の
理
解
と
態
度
形
成
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

経
験
主
義
社
会
科
は
、
学
問
の
系
統
性
を
排
除
し
、
児
童
中
心
の
経
験
の
拡
大
と
深
化
を
狙
っ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
版
で
は

「
道
徳
的
指
導
、
あ
る
い
は
地
理
、
歴
史
、
政
治
、
経
済
、
社
会
等
の
分
野
に
つ
い
て
の
学
習
が
各
学
年
を
通
し
て
系
統
的
に
、
ま

た
そ
の
学
年
の
発
達
段
階
に
即
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
」
　
に
と
系
統
指
導
を
導
入
し
て
い
る
。
系
統
指
導
が
注
入
主
義
に
陥
り
易
い
の

は
事
実
で
あ
る
。

n
捌

の
ほ
r

学
習
指
導
要
領
改
訂
の
基
本
方
策
と
な
っ
た
、
文
部
省
「
社
会
科
の
改
善
に
つ
い
て
の
方
策
」
は
、
「
社
会
科
の
基
本
的
な
ね
ら

い
を
正
し
く
育
て
る
」
と
し
な
が
ら
、
道
徳
の
徳
目
を
列
挙
し
た
り
系
統
学
習
へ
の
移
行
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
上
田
薫
は
、
「
社
会
科
は
、
あ
く
ま
で
維
持
す
る
と
い
い
な
が
ら
、
基
本
的
な
ね
ら
い
を
あ
い
ま
い
の
ま
ま
に

m
W

し

L
、
地
理
や
歴
史
の
注
入
教
育
、
修
身
的
道
徳
教
育
へ
の
道
を
目
だ
た
ぬ
よ
う
に
開
通
さ
せ
た
。
」
と
批
判
し
て
い
る
。
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回
教
育
の
中
央
集
権
化

昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
に
　
（
試
案
）
と
付
い
て
い
た
の
は
占
領
政
策
が
、
地
方
分
権
化
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
昭
和
三
十
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
（
試
案
）
が
消
え
た
の
は
、
日
本
の
独
立
に
よ
っ
て
、
中
央
指
導
権
が
確
立
し
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
『
文
部
広
報
』
（
一
九
五
五
年
一
一
月
）
は
、
「
学
習
指
導
要
領
の
基
準
性
に
つ
い
て
」
　
で
「
学
習
指
導
要
領
の
基

準
に
よ
ら
な
い
教
育
課
程
を
編
成
し
、
こ
れ
に
よ
る
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
三
年

m
H
り

の
H
W

版
学
習
指
導
要
領
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
。
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
八
月
一
日
、
改
訂
学
習
指
導
要
領
説
明
会
で
、
内
藤

伽

馨
三
二
郎
初
等
中
等
教
育
局
長
は
、
「
従
来
通
り
法
的
拘
束
力
を
持
っ
て
来
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



出
国
家
主
義
の
復
活

道
徳
教
育
の
強
化
の
要
求
に
対
し
て
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
　
八
月
七
日
の
教
育
課
程
審
議
会
答
申
は
、
「
基
本
的
人
権

の
尊
重
を
中
心
と
し
た
民
主
的
道
徳
の
育
成
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
た
中
央
教
育
審
議
会
は
、
「
『
基
本
的
人

権
の
尊
重
を
中
心
と
し
た
民
主
的
道
徳
の
育
成
』
と
あ
る
、
の
意
味
は
、
民
主
的
道
徳
の
中
心
は
人
格
の
尊
重
、
ひ
い
て
は
社
会
公

共
へ
の
奉
仕
に
あ
る
と
の
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
趣
旨
に
沿
い
遺
漏
の
な
い
よ
う

d
W

仲
Y

努
め
る
こ
と
。
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
、
さ
ら
に
、
文
部
省
は
「
社
会
科
の
改
善
に
つ
い
て
の
方
策
」
　
で
、
「
社
会
公
共
の
た
め
に
尽

く
す
べ
き
個
人
の
立
場
や
役
割
を
自
覚
し
、
国
を
愛
す
る
心
情
を
養
い
、
他
国
民
を
敬
愛
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
」

と
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
昭
和
三
十
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
「
社
会
科
は
児
童
に
社
会
生
活
を
正
し
く
理
解
さ
せ
、
同

時
に
社
会
の
進
展
に
貢
献
す
る
態
度
や
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
児
童
に
社
会
生
活
を
正
し
く

深
く
理
解
さ
せ
、
そ
の
中
に
お
け
る
自
己
の
立
場
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
自
分
た
ち
の
社
会
に
正
し
く
適
応
し
、

脚

そ
の
社
会
を
進
歩
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
な
っ
た
。
個
人
の
尊

重
を
基
本
と
し
た
教
育
か
ら
、
社
会
に
適
応
し
社
会
の
役
に
立
つ
人
間
づ
く
り
の
教
育
へ
の
転
換
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
三
十
三

m
W

わ
い

年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、
「
正
し
い
国
民
的
自
覚
を
も
っ
て
国
家
や
社
会
の
発
展
に
尽
く
そ
う
と
す
る
態
度
な
ど
を
養
う
。
」
と
な

り
、
国
家
に
尽
く
す
国
民
像
が
明
確
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
天
皇
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
昭
和
三
十
三
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
国
旗
に
つ
い
て
の
記
述

が
そ
れ
ぞ
れ
初
め
て
登
場
し
、
国
家
の
象
徴
を
教
え
る
こ
と
と
国
家
に
尽
く
す
国
民
像
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
国
家
主
義
的
傾
向
が

強
く
な
っ
た
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
に
お
け
る
民
主
化
教
育
の
三
つ
の
柱
が
、
昭
和
三
十
年
版
か
ら
す
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ベ
て
崩
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
八
月
四
日
に
は
、
民
間
教
育
研
究
団
体
や
社
会
科
教
育
関
係
者
が
、

小
異
を
こ
え
て
「
社
会
科
問
題
協
議
会
」
を
結
成
し
、
文
部
省
の
方
向
を
厳
し
く
批
判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
二
十
年
代
版

学
習
指
導
要
領
の
平
和
国
家
建
設
の
た
め
の
民
主
化
教
育
の
方
針
は
、
余
り
に
も
短
期
間
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
転
換
期
の
文
部
大
臣
と
そ
の
政
策

団
天
野
貞
祐
文
部
大
臣
と
道
徳
教
育

（
経
験
主
義
教
育
か
ら
注
入
主
義
教
育
へ
）

昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
昭
和
三
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
へ
の
方
向
転
換
は
、
突
然
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

昭
和
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
発
表
当
時
の
文
部
大
臣
は
、
天
野
貞
柘
で
あ
る
。
彼
は
、
吉
田
茂
総
理
に
懇
請
さ
れ
て
昭
和
二
十

五
年
（
一
九
五
〇
）
五
月
六
日
、
文
部
大
臣
に
就
任
。
同
年
十
月
、
学
校
の
祝
日
行
事
に
国
旗
掲
揚
と
「
君
が
代
」
斉
唱
を
す
す
め

力ヽ
、
u

る
談
話
を
発
表
。
十
月
十
七
日
、
こ
れ
を
文
部
省
か
ら
教
育
委
員
会
等
に
通
達
。
十
一
月
七
日
、
都
道
府
県
教
育
長
協
議
会
で
、
修

m
U

の
り

身
科
の
復
活
と
修
身
教
育
要
綱
の
作
成
を
思
わ
せ
る
発
言
を
し
た
。
こ
の
頃
、
教
育
課
程
審
議
会
に
対
し
て
道
徳
教
育
振
興
に
関
す

る
諮
問
を
し
、
個
人
的
意
見
と
し
て
「
特
別
の
科
目
を
設
け
た
方
が
道
徳
教
育
振
興
の
た
め
に
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い

璃
W

8る
。
教
育
課
程
審
議
会
は
、
天
野
の
意
志
に
反
し
て
、
「
道
徳
教
育
を
主
体
と
す
る
教
科
あ
る
い
は
科
目
を
設
け
る
こ
と
は
望
ま
し

山Hl
い
J

く
な
い
」
と
答
申
し
た
。
文
部
省
は
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
　
二
月
八
日
、
「
遺
徳
教
育
振
興
基
本
方
策
」
を
発
表
。
さ
ら
に
、

四
月
二
十
六
日
、
「
道
徳
教
育
の
た
め
の
手
引
書
要
綱
」
を
発
表
し
た
。
天
野
文
相
は
、
十
一
月
二
十
七
日
、
私
人
と
し
て
　
「
国
民

実
践
要
綱
」
を
公
刊
し
た
。

以
上
の
経
過
は
、
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
の
経
験
主
義
教
育
の
中
で
道
徳
的
態
度
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
越
え
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て
、
遺
徳
教
育
を
独
立
さ
せ
、
一
定
の
価
値
観
を
教
授
す
る
と
い
う
注
入
主
義
へ
の
転
換
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
野

自
身
が
意
図
し
て
な
か
っ
た
と
し
て
も
注
入
教
育
を
望
ん
で
い
た
人
々
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
吉
田
首
相
が
、
天

野
貞
柘
を
文
部
大
臣
に
し
た
の
は
、
天
野
の
道
徳
教
育
論
が
利
用
し
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
吉
田
は
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九

四
九
）
五
月
十
七
日
、
彼
の
私
的
諮
問
機
関
「
文
教
審
議
会
」
の
初
会
合
で
、
教
育
勅
語
復
活
を
狙
う
発
言
を
し
た
が
全
員
に
反
対

さ
れ
た
。
そ
の
時
、
文
教
審
議
会
の
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
天
野
の
披
渥
し
た
道
徳
論
に
共
感
し
、
一
年
後
に
文
部
大
臣
就
任
を
要

n
け

請
し
た
の
で
あ
懲
吉
田
は
、
新
聞
協
会
主
催
の
夕
食
会
で
「
青
少
年
に
独
立
国
民
た
る
べ
き
精
神
を
植
え
付
け
…
・
自
立
日
本
の

m
m
W

わ
じ

建
設
の
基
礎
と
し
た
い
と
思
う
。
」
と
注
入
教
育
を
目
指
し
た
発
言
を
し
て
い
る
。
天
野
の
教
育
政
策
も
吉
田
路
線
の
上
に
乗
っ
て

い
た
。天

野
の
提
案
の
多
く
は
実
現
せ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
文
部
省
内
の
関
係
部
署
を
新
教
育
の
推
進
者
達
が
占
め
て
い

た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
野
の
一
高
時
代
の
同
僚
で
あ
っ
た
日
高
第
四
郎
の
事
務
次
官
就
任
（
昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）
三
月
二
十
二
日
）
と
と
も
に
文
部
省
内
の
変
化
は
始
ま
っ
た
。
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
作
成
の
中
心
的
人

物
で
あ
っ
た
長
坂
端
午
が
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
　
三
月
に
、
上
田
薫
が
同
年
八
月
に
文
部
省
外
へ
転
出
。
昭
和
二
十
七
年

（
一
九
五
二
）
　
に
入
っ
て
か
ら
は
、
辻
田
力
、
関
口
隆
克
な
ど
教
育
改
革
の
実
務
に
寄
与
し
た
人
物
が
転
出
し
て
い
る
。
一
方
、
辻

m
り

田
に
か
わ
っ
て
追
放
解
除
後
間
も
な
い
、
旧
内
務
省
教
学
局
官
僚
の
田
中
義
男
が
初
中
局
長
と
し
て
入
省
し
て
い
有
。

脚

日
高
第
四
郎
は
、
「
講
和
と
教
育
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
国
民
的
統
一
と
独
立
を
必
要
と
す
る
限
り
、
何

等
か
の
方
法
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
た
自
国
の
歴
史
を
‥
・
・
学
問
的
に
公
正
な
歴
史
を
義
務
教
育
の
間
に
学
ば
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
「
教
育
と
は
自
然
人
を
文
化
人
に
育
て
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
現
実
の
人
間
を
理
想
的
な
人
格
に
仕
立
て
る

こ
と
で
あ
り
・
・
・
・
」
「
善
良
に
し
て
強
い
性
格
の
も
ち
主
を
育
て
る
意
志
教
育
は
、
知
能
開
発
と
と
も
に
、
否
、
そ
れ
以
上
に
大
切
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な
教
育
目
的
で
あ
る
。
」
「
義
務
教
育
の
教
科
書
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
教
科
の
最
低
必
要
量
m
i
n
i
m
u
m
 
e
s
s
e
n
n
t
i
巴
S
を
調
査
研

究
し
て
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
・
・
・
・
作
っ
た
ら
よ
く
は
な
い
か
と
思
う
。
」
「
そ
の
最
低
必
要
量
は
、
恐
ら
く
少
数
の
基
礎
的
原
則

的
な
こ
と
が
ら
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
徹
底
的
に
教
え
、
く
り
返
し
く
り
返
し
練
習
せ
し
め
て
そ
の
応
用
力
を
養
い
、
・
・
・
・
」

ま
さ
に
経
験
主
義
と
は
反
対
の
精
神
主
義
的
、
注
入
教
育
論
で
あ
る
。
日
高
は
、
新
教
育
を
批
判
し
、
新
教
育
推
進
者
を
省
外
に
出

す
人
事
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

回
大
連
文
部
大
臣
と
教
育
二
法
（
教
育
の
地
方
分
権
化
か
ら
中
央
集
権
化
へ
）

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
五
月
二
十
一
日
、
第
五
次
吉
田
内
閣
成
立
で
あ
ま
り
に
も
突
然
、
文
部
大
臣
に
な
っ
た
の
が
大
達

鋤

茂
雄
で
あ
る
。
大
達
は
、
生
粋
の
内
務
官
僚
で
福
井
県
知
事
、
満
州
国
総
務
庁
長
、
北
支
最
高
顧
問
、
内
務
次
官
、
昭
南
特
別
市

（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
市
）
市
長
、
東
京
都
初
代
長
官
、
内
務
大
臣
を
歴
任
し
た
。
戦
後
、
戦
犯
容
疑
で
巣
鴨
に
収
容
さ
れ
、
昭
和
二
十

七
年
　
（
一
九
五
二
）
　
四
月
追
放
解
除
、
翌
年
四
月
二
十
四
日
、
島
根
県
か
ら
参
議
院
初
当
選
、
五
月
に
文
部
大
臣
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
彼
を
文
部
大
臣
に
し
た
の
は
、
当
時
の
副
総
理
、
緒
方
竹
虎
で
あ
り
、
「
日
教
組
は
そ
の
豊
富
な
資
金
を
以
て
曲
学
阿
世
の
学

者
を
薬
篭
中
の
も
の
と
な
し
、
進
ん
で
は
文
部
省
内
の
枢
要
な
ポ
ス
ト
に
も
触
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。
か
う
い
ふ
大
組
織
に
引
き
ず

り
回
さ
れ
て
歴
代
の
文
相
は
戸
位
に
甘
ん
じ
、
日
教
組
の
や
る
こ
と
は
見
て
見
ぬ
振
り
を
し
て
来
た
。
・
・
・
・
吉
田
は
・
・
・
・
何
と
か
正

常
な
状
態
に
引
戻
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
焦
慮
し
て
い
た
。
・
・
・
・
そ
こ
で
　
（
緒
方
は
）
第
五
次
吉
田
内
閣
で
は
、
是
非
と
も
大
達
に
こ
の

難
局
打
開
を
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
目
を
つ
け
た
叫
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
さ
に
日
教
組
潰
し
の
た
め
に
登
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

㈱

大
達
の
思
想
を
、
彼
の
伝
記
『
大
連
茂
雄
』
か
ら
読
み
取
る
と
「
天
皇
教
」
　
で
一
貫
し
、
明
快
で
あ
る
。
満
州
国
総
務
庁
長
時
代

に
関
東
軍
司
令
官
に
当
て
た
書
翰
に
は
、
「
個
人
の
資
質
に
拘
ら
ず
、
其
の
地
位
に
於
て
必
ず
盟
主
な
り
と
す
る
は
、
萬
世
一
系
の

333



信
仰
で
あ
っ
て
、
君
民
上
下
の
信
念
と
、
樹
徳
深
厚
の
実
践
に
依
り
、
制
度
と
事
実
と
が
渾
然
一
体
を
な
す
所
に
、
無
比
の
国
体
が

カ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

識

あ
る
と
信
ず
る
J
「
日
本
国
民
は
悉
く
そ
の
地
位
職
分
に
お
い
て
、
大
御
心
を
奉
じ
て
皇
道
を
宣
布
す
る
使
徒
で
あ
る
J
と
あ
る
。

そ
し
て
、
東
條
英
機
首
相
か
ら
東
京
都
長
官
を
依
頼
さ
れ
断
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
『
陛
下
』
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
心

劇Hl

気
一
転
」
し
、
「
自
分
の
た
め
に
叡
慮
を
悩
ま
し
奉
る
や
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
、
臣
子
の
分
と
し
て
相
済
ま
な
い
。
］
と
考
え
直
し

て
、
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
戦
犯
容
疑
で
巣
鴨
に
入
っ
て
い
る
間
の
獄
中
日
誌
の
内
容
を
見
て
も
、
天
皇
教
に
つ
い
て
は
一
貫
し

て
い
る
。
昭
和
二
十
一
年
　
（
一
九
四
六
）
一
月
五
日
、
「
天
皇
制
の
安
定
さ
え
見
届
け
た
ら
碁
で
も
打
っ
て
、
魚
釣
で
も
覚
え
て
、

り

静
か
な
生
活
に
入
り
た
い
も
の
だ
。
・
・
・
・
天
皇
制
の
護
持
、
之
さ
へ
果
せ
れ
ば
民
族
の
望
は
失
わ
れ
な
い
」
一
月
六
日
、
「
‥
‥
天

皇
制
の
底
力
が
そ
ん
な
所
に
出
て
来
る
と
思
う
。
之
で
日
本
の
社
会
や
政
治
が
骨
抜
き
の
グ
ジ
ャ
グ
ジ
ャ
な
自
主
性
の
な
い
も
の
に

な
っ
て
了
う
だ
ら
う
と
予
想
す
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
見
当
違
い
に
終
わ
る
に
相
違
な
い
、
天
皇
制
の
維
持
さ
れ
る
限
り
、

㈹

今
の
お
偉
方
を
間
引
い
た
位
で
グ
ニ
ャ
グ
ニ
ャ
に
な
っ
て
了
う
様
な
国
で
は
な
い
筈
だ
。
・
‥
・
」
一
月
八
目
、
「
・
・
・
・
皇
室
と
国
民

と
の
干
係
（
マ
マ
）
　
は
単
に
お
上
を
現
御
神
と
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
居
る
も
の
に
非
ず
と
仰
せ
ら
れ
た
点
を
我
国
に
於
け

る
画
期
的
な
変
革
な
り
と
し
て
鬼
の
首
で
も
取
っ
た
様
な
気
持
ら
し
い
。
事
程
左
様
に
日
本
の
皇
室
と
国
民
と
の
関
係
、
日
本
国
が

T
．

依
っ
て
立
つ
所
の
世
界
観
に
無
智
で
あ
る
こ
と
驚
く
の
外
は
な
い
。
A
m
e
r
i
c
a
は
も
っ
と
日
本
を
研
究
せ
ね
ば
駄
目
だ
叫
」
と
恩
想

的
に
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。

㈹

そ
の
大
達
が
、
文
部
大
臣
に
な
っ
て
、
「
文
部
省
の
役
人
の
空
気
が
ど
う
も
少
し
濁
っ
て
い
る
」
と
感
じ
て
い
る
。
巣
鴨
に
篭
っ

て
い
た
天
皇
教
の
使
徒
に
は
、
当
時
の
民
主
化
教
育
の
雰
囲
気
は
濁
っ
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
ら
し
い
。

そ
こ
で
大
連
は
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
　
八
月
、
後
に
　
「
大
達
人
事
」
と
呼
ば
れ
る
旧
内
務
官
僚
中
心
の
人
事
を
断
行
。

学
者
中
心
の
文
部
省
を
官
僚
中
心
に
変
え
た
。
そ
し
て
、
日
教
組
対
策
の
　
「
教
育
二
法
」
案
を
秘
密
裡
に
作
成
し
た
。
こ
の
法
律
に
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よ
っ
て
、
教
師
の
政
治
活
動
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
日
教
組
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
て
い
た
平
和
教
育
を
徹
底
的
に
非
難
し
た
の

で
あ
る
。
一
方
、
公
立
学
校
の
教
員
を
国
家
公
務
員
と
同
等
に
扱
う
よ
う
に
し
、
教
員
を
官
僚
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
大
連
の

「
私
の
見
た
日
教
組
」
　
の
中
に
、
彼
の
教
育
観
が
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
国
が
国
民
の
子
弟
に
授
け
る
教
育
、
即
ち
国
家
活

動
、
つ
ま
り
公
務
と
し
て
の
教
育
を
担
当
す
る
公
務
員
で
あ
り
、
役
人
で
あ
る
。
公
務
を
行
ふ
に
は
、
公
務
と
し
て
の
限
界
を
守
る

べ
き
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
個
人
と
し
て
の
自
由
が
頭
を
出
し
て
来
る
余
地
の
な
い
こ
と
は
、
行
政
担
当
の
公
務
員
の
場
合

と
、
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
筈
で
あ
る
。
・
・
‥
教
育
の
自
由
と
い
ふ
も
の
を
、
学
問
の
自
由
や
思
想
の
自
由
か
ら
、
当
然
に

㈹

演
繹
さ
れ
る
基
本
的
人
権
で
あ
る
か
の
如
く
振
り
廻
す
こ
と
は
、
余
り
に
も
得
手
勝
手
で
あ
る
と
恩
ふ
。
」
　
こ
こ
に
は
、
教
育
は
、

国
家
が
授
け
る
も
の
で
あ
り
、
教
師
は
国
家
が
授
け
る
教
育
を
子
ど
も
に
伝
達
す
る
官
吏
で
あ
る
と
い
う
中
央
集
権
的
な
考
え
が
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
省
内
人
事
を
強
行
し
、
教
育
二
法
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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日
安
藤
正
純
文
部
大
臣
と
い
わ
ゆ
る
教
学
局
グ
ル
ー
プ
　
（
歴
史
教
育
観
の
変
化
）

昭
和
三
十
年
版
学
習
指
導
要
領
発
表
時
の
文
部
大
臣
は
、
安
藤
正
純
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
一
月
初
め
に
出
来

上
が
っ
て
い
た
改
訂
社
会
科
の
原
案
は
、
文
相
に
提
出
さ
れ
た
が
な
か
な
か
決
裁
が
出
ず
、
二
月
十
一
日
、
戦
前
の
紀
元
節
の
日
に

合
わ
せ
て
、
安
藤
自
身
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
、
発
表
さ
れ
た
。
六
年
の
目
標
の
内
「
わ
が
国
の
政
治
は
日
本
国
憲
法
に
し
た
が
っ
て
、

国
民
の
選
ん
だ
代
表
に
よ
る
議
会
政
治
の
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
意
志
を
よ
く
反
映
さ
せ
る

た
め
で
あ
る
」
が
、
「
わ
が
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
、
天
皇
は
国
の
象
徴
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
、
ま

醐

た
政
治
は
国
民
が
選
ん
だ
代
表
者
に
よ
る
議
会
政
治
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
」
と
修
正
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領

に
初
め
て
天
皇
が
登
場
し
た
部
分
で
あ
る
。



安
藤
も
ま
た
、
天
皇
崇
拝
者
で
あ
っ
た
。
宗
教
家
で
あ
っ
た
彼
は
、
戦
前
の
著
書
の
中
で
日
本
の
国
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
凡
そ
世
界
の
各
国
に
於
て
は
、
国
体
と
国
民
思
想
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
然
る
に
我
日
本
に
於
い
て
は
、
国

体
は
全
幅
的
に
国
民
を
指
導
し
、
又
国
民
の
思
想
感
情
は
、
国
体
そ
の
ま
ま
の
表
現
で
あ
る
。
随
て
国
民
の
思
想
感
情
は
、
常
に
国

家
と
同
一
方
向
に
維
持
せ
ら
れ
て
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
の
国
体
は
、
日
本
国
民
の
全
生
活
、
全
活
動
の
発
源
で
あ
る

と
共
に
、
全
生
活
全
活
動
の
帰
一
点
で
あ
る
。
故
に
我
日
本
に
於
い
て
は
、
『
国
家
成
立
の
原
理
』
は
即
ち
『
国
民
生
活
の
原
理
』

で
あ
り
、
『
国
民
生
活
の
原
理
』
　
は
、
即
ち
　
『
国
家
成
立
の
原
理
』
　
で
あ
る
。
其
の
相
関
の
原
理
は
、
天
地
の
公
道
た
る
『
惟
神
大

道
』
　
に
基
い
て
居
る
。
・
・
・
・
須
ら
く
今
後
は
一
億
国
民
を
し
て
、
一
人
も
残
ら
ず
、
必
ず
此
の
原
理
に
従
っ
て
邁
進
せ
し
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
実
に
此
の
如
き
国
家
と
国
民
と
の
、
完
全
無
欠
の
渾
一
倍
を
為
せ
る
国
家
は
、
こ
れ
を
他
に
求
め
て
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

‥
・
・
抑
々
日
本
の
国
体
は
、
日
本
の
肇
国
が
本
鰭
で
あ
る
。
肇
国
の
根
本
思
想
は
、
皇
祖
の
　
『
天
孫
降
臨
の
神
勅
』
　
に
依
て
、
厳
か

mHHHl

に
宣
示
せ
ら
れ
て
あ
る
。
」
皇
国
史
観
に
よ
る
特
殊
日
本
の
、
国
家
主
義
的
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
政
治
と
宗
教
と
の
関

mHM
．
U係

」
も
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
を
皇
国
史
観
の
立
場
で
歴
史
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

戦
後
、
安
藤
も
ま
た
五
年
間
の
追
放
を
受
け
て
い
る
。
追
放
の
お
か
げ
で
　
「
あ
ら
ゆ
る
名
利
の
社
会
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
根
本
的

反
省
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
生
ま
れ
て
始
め
て
己
と
い
う
も
の
の
正
体
を
発
見
し
て
、
素
っ
裸
の
自
分
と
四
つ
に
組
む
こ
と
が
出
来
た
J

と
い
っ
て
い
る
。
戦
後
の
著
作
は
、
戦
前
と
か
な
り
違
っ
た
も
の
と
な
り
、
皇
国
史
観
に
よ
る
表
現
が
影
を
潜
め
　
「
明
治
以
来
の
日

餌

本
の
宗
教
政
策
の
如
き
、
神
道
を
国
策
に
利
用
し
、
‥
‥
教
育
の
本
体
に
す
ら
こ
の
宗
教
政
策
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
戦
前

の
宗
教
政
策
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
講
和
後
の
再
軍
備
に
つ
い
て
、
「
世
界
平
和
を
目
標
と
す
る
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
の
飛

UJJ
．
い

躍
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
本
が
再
軍
備
を
欲
す
る
な
ら
、
何
等
か
の
制
限
の
下
に
こ
れ
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
と
し
、
国
連

6

加
盟
の
暁
に
は
、
日
本
は
「
世
界
平
和
の
勇
敢
な
る
尖
兵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
ア
メ
リ
カ
中
心
の
世
界
平
和
観
を
述
べ
て
い
る
。
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さ
ら
に
「
共
産
帝
国
主
義
国
が
直
接
に
軍
隊
を
動
員
し
て
、
日
本
を
侵
略
す
る
場
合
に
処
す
る
防
衛
」
を
「
直
接
侵
略
の
自
衛
」
と

規
定
し
、
再
軍
備
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
「
共
産
主
義
暴
力
革
命
の
恩
想
の
浸
透
を
防
遥
」
す
る
こ
と
を
「
間
接
侵
略
の

れ
り

伍

自
衛
」
と
規
定
し
、
「
そ
の
根
本
と
な
る
青
年
の
思
想
傾
向
が
、
今
日
の
ま
ま
で
善
い
か
。
」
と
恩
想
教
育
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
思
想
的
背
景
を
持
つ
安
藤
が
文
部
大
臣
と
な
り
、
学
習
指
導
要
領
の
発
表
直
前
に
、
自
分
の
判
断
だ
け
で
そ
の
内
容

を
変
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
前
に
、
安
藤
は
文
部
大
臣
に
な
る
と
、
彼
の
選
挙
事
務
長
を
し
た
学
校
図
書
（
株
）
専
務
の
近
藤

寿
治
を
中
央
教
育
審
議
会
委
員
に
し
、
同
じ
く
学
校
図
書
（
株
）
編
集
部
長
だ
っ
た
小
沼
洋
夫
を
文
部
省
初
中
視
学
官
に
推
薦
し
、
ま

た
同
社
に
い
た
吉
田
孝
一
を
文
部
省
調
査
局
長
に
取
り
立
て
て
い
る
。
戦
時
中
は
、
近
藤
寿
治
は
、
文
郡
省
教
学
局
長
で
あ
り
、
小

沼
洋
夫
は
、
教
学
局
思
想
課
長
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
吉
田
孝
一
は
、
宗
教
課
長
で
、
宗
教
家
で
あ
る
安
藤
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ

勺．．りた
。
こ
の
よ
う
に
戦
時
中
、
国
民
を
戦
争
に
協
力
さ
せ
る
た
め
の
精
神
的
指
導
を
し
て
い
た
教
学
局
の
グ
ル
ー
プ
を
再
び
文
部
省
に

復
帰
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ね
ら
い
は
社
会
科
の
改
訂
に
あ
っ
た
。
小
沼
が
視
学
官
に
な
っ
て
か
ら
文
部
省
の
空
気
が
変
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
社

会
科
改
訂
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
昭
和
二
十
二
年
版
学
習
指
導
要
領
か
ら
そ
の
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
保
柳
睦
美
視
学
官
が
追
わ
れ

醐

る
よ
う
に
文
部
省
を
さ
り
、
社
会
科
改
訂
の
主
役
に
な
っ
た
の
が
小
沼
で
あ
る
。

こ
の
教
学
局
の
グ
ル
ー
プ
が
、
追
放
さ
れ
て
い
た
時
代
に
籍
を
置
い
て
い
た
学
校
図
書
（
株
）
が
作
っ
た
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十

㈹

九
）
検
定
の
社
会
科
教
科
書
、
六
年
生
の
歴
史
学
習
の
内
容
を
調
べ
て
み
る
。

「
蘇
我
氏
が
・
‥
政
治
を
み
だ
し
は
じ
め
ま
し
た
。
」
（
上
六
〇
貢
）
「
僧
た
ち
の
勢
い
が
強
く
な
っ
て
、
朝
廷
の
政
治
を
み
だ
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
」
（
六
六
貢
）
「
後
醍
醐
天
皇
は
、
‥
・
・
政
治
を
‥
朝
廷
に
も
ど
そ
う
と
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
」
（
八
五
貢
）
「
足
利
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尊
氏
は
、
後
醍
醐
天
皇
に
そ
む
き
・
・
‥
。
」
（
八
六
頁
）
「
徳
川
慶
喜
は
、
‥
‥
朝
廷
に
政
治
を
返
す
こ
と
を
申
し
出
て
、
ゆ
る
さ
れ

ま
し
た
。
」
（
一
一
二
貢
）
「
明
治
四
十
五
年
・
・
に
、
明
治
天
皇
が
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
天
皇
の
世
に
、
日
本
は
、
政
治
も
、

産
業
も
、
学
問
も
文
芸
も
、
す
ば
ら
し
い
進
歩
を
し
て
、
世
界
の
文
明
国
の
な
か
ま
入
り
を
し
た
の
で
す
。
」
（
一
二
六
貢
）
　
こ
の
よ

う
に
、
明
ら
か
に
天
皇
中
心
の
歴
史
観
を
持
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
教
科
書
の
編
集
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
改
訂
さ
れ
、

安
藤
文
相
が
、
自
ら
筆
を
入
れ
て
仕
上
げ
を
し
た
の
が
昭
和
三
十
年
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年
版
学
習
指

導
要
領
に
、
天
皇
中
心
の
国
家
主
義
的
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
え
よ
う
。

四
、
学
習
指
導
要
領
の
変
化
と
政
治
的
背
景

以
上
の
よ
う
に
、
昭
和
二
十
年
代
の
学
習
指
導
要
領
に
見
ら
れ
た
民
主
主
義
的
平
和
教
育
の
、
経
験
主
義
、
教
育
の
地
方
分
権
、

特
定
史
観
教
育
の
排
除
と
い
う
三
つ
の
柱
の
全
て
が
時
の
文
部
大
臣
に
よ
っ
て
強
引
に
崩
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
文
部
大
臣
の
背
後
に
い
つ
も
い
た
の
が
吉
田
茂
で
あ
る
。
『
大
運
茂
雄
』
　
の
筆
者
が
、
「
吉
田
は
内
政
に
つ
い
て
は
興
味
を
持
た

な
か
っ
た
が
、
教
育
に
つ
い
て
だ
け
は
妙
に
熱
意
を
持
ち
、
何
と
か
正
常
な
状
態
に
引
戻
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
焦
慮
し
て
い
た
叫
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
吉
田
の
得
意
と
す
る
外
交
と
教
育
の
問
題
は
、
非
常
に
深
い
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
か
ら
既
に
、
そ
の
萌
芽
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
米
ソ
の
冷
戦
は
、
次
第
に
緊
張
関
係
を
増
し
、
日
本
占
領
政

策
の
転
換
を
必
要
と
し
た
。
占
領
軍
に
よ
る
民
主
化
政
策
に
よ
っ
て
、
労
働
組
合
が
急
激
に
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
運
動
に
指
導
力
を

発
揮
し
た
の
が
共
産
党
で
あ
り
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
年
の
二
・
一
ス
ト
で
は
、
革
命
の
機
運
さ
え
漂
う
よ
う
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
許
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
の
資
本
家
を
守
る
た
め
に
吉
田
の
と
っ
た
イ
ン
フ

レ
政
策
は
、
労
働
者
を
困
窮
さ
せ
、
労
働
運
動
に
拍
車
を
か
け
た
。
ま
た
、
占
領
軍
の
財
閥
解
体
政
策
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
た
旧
支
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配
者
層
は
、
日
本
が
社
会
主
義
化
す
る
こ
と
は
、
死
活
の
問
題
で
あ
り
、
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
ア
メ
リ
カ
の
反
共
占

a

領
政
策
と
旧
支
配
者
層
の
利
害
と
目
的
が
一
致
し
、
労
働
組
合
が
弾
圧
さ
れ
、
戦
争
責
任
者
が
追
放
解
除
さ
れ
有
。
こ
の
追
放
解
除

で
帰
っ
て
き
た
の
が
、
大
連
で
あ
り
、
安
藤
で
あ
る
。

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
　
に
始
ま
っ
た
朝
鮮
戦
争
は
、
日
本
の
非
軍
事
化
政
策
を
軍
事
化
政
策
に
転
換
す
る
決
定
的
要
因
と

な
っ
た
。
戦
争
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
も
経
済
的
負
担
が
大
き
く
、
日
本
を
早
く
独
立
さ
せ
、
し
か
も
ア
メ
リ
カ
を
守
る
反
共
防

波
堤
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
が
教
育
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
平
和
主
義
に
基
づ

く
教
育
の
ま
ま
で
は
、
憲
法
の
制
約
も
あ
り
、
日
本
の
再
軍
備
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
、
平
和
的
民
主
教
育
を
止
め
て
、
愛
国
心
を

戦
前
と
同
じ
方
法
で
注
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
要
求
で
あ
る
と
同
時
に
、
吉
田
の
焦
り
で
も
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
頃
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
反
共
占
領
政
策
は
、
明
確
に
な
っ
て
き
て
い
た
が
、
教
育
改
革
へ
の
影
響
が

遅
れ
、
昭
和
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
ま
で
民
主
化
教
育
の
方
向
性
が
保
た
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
G
H
Q
内
部
の
対
立
が

あ
げ
ら
れ
る
。
G
H
Q
に
は
、
参
謀
部
と
幕
僚
部
の
対
立
が
あ
り
、
参
謀
部
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
ソ
戦
略
の
た
め
に
旧
日
本
軍
関
係

者
、
旧
内
務
省
官
僚
・
政
治
家
を
利
用
し
た
。
一
方
、
C
I
E
も
含
ま
れ
る
幕
僚
部
に
は
、
民
間
人
も
多
く
お
り
、
自
由
主
義
的
傾

却ボ

向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
側
に
お
い
て
も
前
田
多
門
文
相
時
代
に
民
主
的
傾
向
を
持
つ
学
者
が
文
部
省
に
登
用
さ
れ
、
改
革

の
中
心
と
な
っ
た
が
、
一
方
で
旧
支
配
体
制
の
教
育
観
を
捨
て
き
れ
ず
、
民
主
化
に
抵
抗
し
続
け
た
官
僚
も
い
た
。
G
H
Q
と
文
部

省
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
対
立
が
交
錯
し
な
が
ら
も
、
戦
後
教
育
改
革
期
は
徹
底
し
た
民
主
化
政
策
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十

六
年
版
学
習
指
導
要
領
を
境
に
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
と
日
本
の
旧
支
配
層
と
の
利
害
の
一
致
し
た
反
共
・
再
軍
備
教
育
政
策
が

強
引
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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五
、
お
わ
日
ソ
に

藤
井
敏
彦
は
、
「
平
和
教
育
」
　
の
中
で
「
人
類
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
ま
で
公
教
育
は
ほ
と
ん
ど
常
に
政
治
権
力
の

し
も
べ
で
あ
り
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
国
家
権
力
に
従
属
し
、
し
ば
し
ば
国
家
主
義
・
軍
国
主
義
や
帝
国
主
義
的
植
民
地
政
策
に

m
W

奉
仕
し
て
き
た
ご
と
述
べ
て
い
る
。
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
は
、
国
家
権
力
か
ら
教
育
を
解
放
し
よ
う
と
試
み
た
も
の

で
は
あ
っ
た
が
、
教
育
政
策
と
し
て
は
、
短
い
寿
命
し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

平
和
観
に
つ
い
て
「
消
極
的
平
和
観
」
と
「
積
極
的
平
和
観
」
　
に
分
け
ら
れ
る
。
「
消
極
的
平
和
観
」
は
、
平
和
を
単
に
「
戦
争

の
な
い
状
態
」
と
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
「
積
極
的
平
和
観
」
は
、
「
正
義
の
実
現
さ
れ
た
状
態
」
「
物
心
両
面
で
人
権
の
保
障
さ
れ

た
状
態
」
と
捉
え
る
も
の
で
あ
ヅ
恕
ま
た
、
平
和
教
育
に
つ
い
て
は
、
「
直
接
的
平
和
教
育
」
と
「
間
接
的
平
和
教
育
」
に
分
け
ら

れ
る
。
「
直
接
的
平
和
教
育
」
　
は
、
戦
争
と
平
和
に
関
す
る
問
題
を
直
接
か
つ
意
図
的
計
画
的
に
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
「
間
接

mmW

的
平
和
教
育
」
は
、
戦
争
と
平
和
の
問
題
を
直
接
取
り
立
て
て
扱
わ
な
い
が
、
平
和
的
精
神
を
耕
す
も
の
で
あ
懲

こ
の
分
類
を
、
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
一
人
一
人
の
個
性
と
人
権
を
尊
重
し
た
教

育
は
、
「
積
極
的
平
和
観
」
　
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
戦
争
と
平
和
に
つ
い
て
体
系
的
に
捉
え
、
教
育
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
「
間
接
的
平
和
教
育
」
　
の
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
「
新
教
育
」
運
動
は
、
ほ
と
ん
ど
「
間

接
的
平
和
教
育
」
　
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、
第
六
学
年
の
学
習
活
動
例
と
し
て
「
戦
争
の

原
因
と
そ
の
災
害
に
つ
い
て
知
る
。
」
が
あ
げ
ら
れ
、
昭
和
二
十
六
年
版
学
習
指
導
要
領
で
も
第
六
学
年
で
　
「
戦
争
は
わ
た
し
た
ち

に
ど
の
よ
う
な
不
幸
を
も
た
ら
し
た
か
。
」
「
わ
た
し
た
ち
は
今
後
外
国
と
ど
の
よ
う
に
つ
き
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
」
と
い

う
問
題
が
提
示
し
て
あ
る
。
要
す
る
に
、
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
は
、
「
新
教
育
」
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
た
　
「
直
接
的
平
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和
教
育
」
　
の
要
素
を
持
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
三
十
年
代
版
以
降
の
学
習
指
導
要
領
が
平
和
観
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
持
っ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
平
和
観

で
あ
る
か
ば
、
そ
の
後
の
学
習
指
導
要
領
の
内
容
や
政
治
的
背
景
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き

た
よ
う
に
昭
和
二
十
年
代
版
学
習
指
導
要
領
の
目
指
し
た
平
和
観
や
平
和
教
育
の
方
法
と
は
、
全
く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

【註】

Ⅲ
　
藤
井
敏
彦
「
平
和
教
育
」
（
山
田
浩
編
『
新
訂
平
和
学
講
義
』
勤
草
書
房
、
一
九
八
四
に
所
収
）
、
二
五
四
頁
。

㈲
　
「
新
教
育
指
針
」
は
、
占
領
軍
と
米
国
教
育
使
節
団
の
両
方
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
海
後
宗
臣
編
『
教
育
改
革
』
　
《
戦
後

日
本
の
教
育
改
革
第
一
巻
》
東
京
大
学
出
版
会
、
六
九
頁
は
「
教
育
使
節
団
報
告
書
」
　
の
影
響
を
余
り
受
け
て
い
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
海
後
氏
の
見
解
に
従
っ
た
。

㈲
　
文
部
省
『
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
（
試
案
）
』
一
九
四
七
、
ニ
ー
四
貢
。

㈱
　
久
保
義
三
『
対
日
占
領
政
策
と
戦
後
教
育
改
革
』
三
省
堂
、
一
九
八
四
、
七
一
－
七
二
貢
。

㈲
　
G
O
r
d
O
n
 
T
．
B
O
W
－
e
s
国
務
省
文
化
協
力
課
（
C
U
）
所
属
、
一
九
四
五
年
五
月
S
W
N
C
C
太
平
洋
極
東
小
委
員
会
か
ら
「
軍
政
下
の
日
本
教
育
の

管
理
に
関
す
る
政
策
文
書
作
成
の
指
令
」
を
受
け
七
月
三
〇
日
草
案
を
提
出
し
た
。
同
上
書
参
照
。

㈲
　
C
i
5
．
－
I
已
富
m
a
t
i
O
n
 
a
n
d
 
E
d
u
c
a
t
i
O
n
 
S
e
c
t
i
O
n

㈹
　
勝
田
守
一
「
戦
後
に
お
け
る
社
会
科
の
出
発
」
岩
波
講
座
『
現
代
教
育
学
一
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
五
八
頁
。

㈲
　
矢
内
原
忠
雄
『
教
育
と
人
間
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
、
九
－
一
〇
頁
。

㈱
　
上
田
薫
『
社
会
科
教
育
著
作
集
・
三
巻
－
系
統
主
義
と
の
た
た
か
い
』
明
治
図
書
、
一
九
七
八
、
二
三
貢
。

㈹
　
同
上
書
、
一
一
貢
。

㈱
　
同
上
書
、
五
六
亘
。
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勝
田
守
一
前
掲
書
、
三
九
－
五
三
貢
。

梅
根
悟
「
戦
前
に
お
け
る
社
会
科
」
を
指
し
て
い
る
。
（
岩
波
講
座
『
現
代
教
育
学
一
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
二
－
二
九
貢
。
）

馬
場
四
郎
「
社
会
科
の
展
開
」
岩
波
講
座
『
現
代
教
育
学
一
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
七
〇
貢
。

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
著
、
金
丸
弘
幸
訳
『
民
主
主
義
と
教
育
』
－
西
洋
の
教
育
思
想
一
九
－
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
四
参
照
。

梅
根
悟
「
戦
前
に
お
け
る
社
会
科
」
岩
波
講
座
『
現
代
教
育
学
一
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
、
二
八
貢
。

勝
田
守
〓
別
掲
書
、
五
三
貢
。

久
保
義
三
前
掲
書
、
六
頁
。

同
上
書
、
一
七
頁
。

海
後
宗
臣
編
前
掲
書
、
六
八
－
六
九
頁
。

文
部
省
『
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
（
試
案
）
』
一
九
五
一
、
六
貢
。

文
部
省
前
掲
書
、
二
貢
。

文
部
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
』
一
九
五
五
　
（
昭
和
三
〇
）
年
度
改
訂
版
、
一
九
五
五
、
四
二
亘
。

文
部
省
調
査
局
編
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
社
会
科
編
』
一
九
五
八
　
（
昭
和
三
三
）
年
度
改
訂
版
、
文
部
時
報
別
冊
、
一
九
五
八
、
四
五
頁
。

文
部
省
『
文
部
時
報
』
第
九
一
三
号
、
一
九
五
三
年
九
月
、
三
一
－
三
四
頁
。

上
田
薫
前
掲
書
、
四
〇
頁
。

「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
を
定
め
た
件
」
一
九
五
八
・
一
〇
・
一
、
文
部
省
告
示
第
八
〇
号
、
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
を
定
め
た
件
」
一
九
五
八
・
一

〇
・
一
、
文
部
省
告
示
第
八
言
号
。

「
改
訂
の
ね
ら
い
と
主
要
点
」
1
お
茶
の
水
大
に
お
け
る
改
訂
学
習
指
導
要
領
説
明
会
に
お
け
る
記
録
－
『
文
部
時
報
』
一
九
五
八
年
九
月
号
、
七

貢
。文

部
省
前
掲
書
、
二
頁
。

文
部
省
前
掲
書
、
二
九
貢
。

文
総
審
一
六
七
号
（
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
、
各
五
大
市
教
育
委
員
会
、
各
都
道
府
県
知
事
、
各
国
公
立
大
学
長
、
各
公
私
立
短
期
大
学
長
、
各

旧
制
国
公
私
立
大
学
高
等
専
門
学
校
長
あ
て
大
臣
官
房
総
務
課
長
）
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海
後
宗
臣
編
前
掲
書
は
、
こ
の
時
の
天
野
発
言
は
、
新
し
い
道
徳
教
育
は
社
会
科
と
修
身
科
と
を
「
契
機
と
し
て
」
出
発
す
べ
き
も
の
と
も
表
現
し

て
い
た
と
し
、
必
ず
し
も
修
身
科
復
活
を
提
案
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
世
論
が
修
身
科
復
活
論
、
新
教
育
勅
語
制
定
論
と
受
け
取
っ
た
と
し
て
い
る
。

同
上
書
、
二
六
三
貢
。

道
徳
教
育
振
興
に
関
す
る
教
育
課
程
審
議
会
答
申
、
石
三
次
郎
会
長
、
一
九
五
∵
一
・
四
。

読
売
新
聞
戦
後
史
班
編
『
昭
和
戦
後
史
教
育
の
あ
ゆ
み
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
八
二
、
四
一
八
貢
。

朝
日
新
聞
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
三
日
「
講
和
へ
自
立
の
態
勢
」

海
後
宗
臣
編
前
掲
書
、
三
〇
九
頁
。

日
高
第
四
郎
「
講
和
と
教
育
」
『
文
部
時
報
』
第
八
九
二
号
。
文
部
省
、
一
九
五
一
・
一
一
、
二
－
九
頁
。

大
連
の
文
部
大
臣
就
任
時
の
反
応
に
つ
い
て
、
当
時
毎
日
新
聞
記
者
で
あ
っ
た
安
倍
晋
太
郎
が
「
初
の
記
者
会
見
」
（
大
達
茂
雄
伝
記
刊
行
全
編

『
追
憶
の
大
達
茂
雄
』
大
連
茂
雄
伝
記
刊
行
会
刊
、
一
九
五
六
、
二
二
八
－
二
三
一
頁
）
　
に
書
い
て
い
る
。

大
連
茂
雄
伝
記
刊
行
全
編
『
追
憶
の
大
連
茂
雄
』
大
連
茂
雄
伝
記
刊
行
会
刊
、
一
九
五
六
、
三
三
五
貢
。

同
上
書

同
上
書
、
一
二
七
頁
。

同
上
書
、
一
二
八
貢
。

同
上
書
、
二
〇
二
貢
。

同
上
書
、
二
九
二
頁
。

同
上
書
、
二
九
四
頁
。

同
上
書
、
二
九
五
頁
。

同
上
書
、
三
四
〇
貢
。

同
上
書
、
四
一
二
頁
。

日
本
教
育
新
聞
編
集
局
編
『
戦
後
教
育
史
へ
の
証
言
』
教
育
新
聞
社
、

一
九
七
一
、
三
三
二
－
三
三
四
貢
。

安
藤
正
純
『
発
展
日
本
の
原
理
と
新
体
制
』
大
東
出
版
社
、
一
九
四
〇
、
七
〇
－
七
一
頁
。
安
藤
関
係
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
元
・
衆
議
院
議

員
宇
野
宗
佑
氏
秘
書
森
眞
一
郎
氏
に
全
面
的
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
学
恩
を
謝
す
。
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安
藤
正
純
『
政
治
と
宗
教
と
の
関
係
』
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
二
二
参
照
。

安
藤
正
純
『
講
和
を
前
に
し
て
』
経
済
往
来
社
、
一
九
五
一
、
七
〇
貢
。

同
上
書
、
二
〇
二
1
二
〇
三
頁
。

同
上
書
、
一
四
貢
。

同
上
書
、
一
五
百
。

同
上
書
、
一
七
－
一
九
亘
。

「
あ
や
つ
ら
れ
る
教
科
書
疑
獄
」
『
真
相
』
第
八
八
号
、
一
九
五
五
、
一
六
－
一
七
貢
。

日
本
教
育
新
聞
編
集
局
編
前
掲
書
、
三
三
〇
1
三
三
二
貢
。

学
校
図
書
株
式
会
社
『
小
学
校
社
会
』
昭
和
二
九
年
九
月
三
〇
日
、
文
部
省
検
定
済
、
昭
和
三
十
一
年
改
訂
版
。

大
達
茂
雄
伝
記
刊
行
会
編
前
掲
書
、
三
三
五
頁
。

岡
義
武
編
『
現
代
日
本
の
政
治
過
程
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
を
参
照
。

尾
崎
ム
ゲ
ン
　
「
戦
後
教
育
の
理
念
」
（
岡
村
達
雄
編
『
教
育
の
現
在
　
第
一
巻
　
戦
後
教
育
の
歴
史
構
造
』
（
一
九
八
八
）
　
三
三
貢
。

藤
井
敏
彦
前
掲
書
、
二
五
〇
貢
。

同
上
書
、
二
五
一
－
二
五
二
貢
。
ま
た
、
超
永
植
編
『
平
和
の
研
究
　
八
六
　
国
連
世
界
平
和
年
論
集
日
本
語
版
』
善
本
社
、
一
九
八
四
、
一
四
頁

に
も
同
様
の
分
類
が
あ
る
。

藤
井
敏
彦
同
上
書
、
二
五
三
貢
。
ま
た
、
遁
永
植
編
同
上
書
、
九
〇
亘
。
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